
基礎年金の財源と受給及び負担の世代間格差

小口登臭

基礎年金の支給は全年金に共通であるがその負顎は年金によって異なり、制度潤

で差がある。また厚生年金内でも差があり、負担の不平等の問題があるo また留民

年金では保険料不払いの問題があり、財政危機iまかりでな〈年金の存在そのものを

気機に陥れている。これらへの対応に基礎年金の財源を税に移す策がある。基礎年

金の財i援を税にすることは年金を通しての所得蒋分配を変える。その変化は財澱が

泊聾税か所得税かで異なる。基礎年金の財源を税にする改革は消費載でも所得説で

も厚生年金加入者を有特にする。世代間の再分配平等化には消費貌より所得税の方

が効果がある合財源を税にすることの蒋分配への影響は、ネットスライド制を返し

ての支給額の変化によるものが、保険料から税への賞訟の変化による韮接的な影響

と詞程震に重要である。

1 .はじめに

1961年国民皆保険の実現にi却す畠民年金が発是した。共諸年金と厚生年金は被摘

を対象としていた。業済年金や草生年金の対象外であった窃鷺業者や農業従事者

が国民年金の発是により公的年金制捜で守られることになった。しかし被用者年金

加入者の扶養配偶者(主としていわゆる専業主婦)は適用除外とされ、年金受給権を

持たない儲人が残きれる穴があった。 1986年に全国民が個人として年金受給権を持

つ文字どおりの国民皆年金を実現する改革が行われた。この改革で、全ての留民は

国民年金1号、 2号または 3号のいずれかの被保検者となり、 65議から全員共通の

基礎年金を受蛤できることとなった。摩生年金や共諦年金の加入者はそのほかにそ

れぞれの年金の支給を受けるが、碁礎年金は全国民に共通で、所得水準には依脊し

ない定額支給である。その額は現哀j満額で月 6万5000向で犬捕 2人が受給した場合、

地方によっては生活費のかなりの部分をまかなえる額である。このことから公的年

金の重裂な毘的である退職期のための最低限の生活費を強制的に貯蓄させるという
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!1 
目的に沿うものと考えることができる。

他方その負担については、国民年金怒入者と厚生年金加入者では裁があり、ま

車生年金加入者の中でも遣をがある。自営業者、その寵稿者毒事の麗民年金1号被保険

については全員共通の一定額負担になっていてその中で辻義はない。県生年金加

入者誌標準報酬月鰻〈毎丹定期的に勤め先からもらう報舗の標準鎖、以下では月給

と呼ぶ)に全ての加入者に共通命保険料率を時吟た月給に比例した第生年金保険料

を払う。そめ保険料のうちから一部が基礎年金分に当てられる。しかし厚生年金や

共済年金加入者(国民年金2号被保験者と呼ばれる)の扶養凱偶者(国民年金 3号被

保検者と呼ば札る主としていかゆる専業主婦H1，本人も厚生年金加入者の扶養者

もなんら追加的な保険料を賞強することをく、基礎年金の受給権が与えられる。こ

れ誌大きな不平等で、あると同時に、主婦の労働供給を鐙饗する大きな要麗になって

いる o

これに加えて、貴担の不平等と同時に夏季政上の問題として、さらには留民年金の

存表意義をも揺るがせる問題として保検料未納の関鰭がある。 2号被保読者の保険

料は給料から天引きされるし、 3号被保険者はもともと独患の保験料議担はしなく

ていいので、保険料来約の問題はない。被用者および、その艶稿者以外の者辻 1

保検者として臨誌年金に加入し保験料を払うことが善軒毒づけられているが、保険料

未納の者が多く、 1994年には保験料免除者を含めた未納者は釣35%にも壊してい

る。こn!ま年金財政を電機に陥れるばかりでなく、会的年金の意義そのもの

ることにもなる。公的年金の事義理由は、(l)意罰的または意図的でないにしろ

老後のための髄えをせず生活保護等の社会保轄に頼ることを、強制的に年金に加入

させることによって詰止することと、知器検市場で、の道選択の問題を強制約な全員

加入;こよってなくすことにある。去的年金の強弱カが働かず、多くの保険料不払

いが存表することは公的年金の都在そのものを危うくするものである ο

このような問題への対応、策として基礎年金の財源を説にする方策がある。討課を

税にすることによって、上に述べた年金制度額での議担の差や、専業主婦の年金独

自の優遇をなくすことができる O また強制iカを持った税の設設立より、年金保検料

不払いの問題もなくすことが"むきる O このような観点から本稿では基幾年金の財源

そ税にした場合の影響を分析する。

現在の年金制度には専業主婦の優遇の抱iこも様々な所得蒋分譲己の機能が組み込ま

札ている。基礎年金の財源を保険料から税に変えるとこれらの年金を通しての所得

再分配も変化する。本稿で辻、基礎年金の財源を変えた場合の註代鱒の負担と
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額への影響を推計する。

本稿の横成i立次のごとくである。第 2節では基礎年金制度を概説し、第 3節でiま

碁礎年金支給制度の検討と支給謹の予誕を行う ο 第 4節では現耐震での基礎年金の

各年金制度の負担を験討する。この基礎年金の食認を税に移行させる影響を第 5節

で検討し、第 6館ではその影響を数量的に推計する枠組みを治す。現狩の賦課方式

のもとでの推計結果は第 7節に示す。第 8節では積み立て方式に近い影で基礎年金

の封掠を税i二変えた場合を槍討する。第 9節ではこれらのまとめを狩う o

2.基礎年金の概要

1986年の改革以前は日本の公的年金は大きく分けて 3つの制度(国民年金、

年金、および共済年金)が基本的にき虫立して共存していた。 1986年の改革で基礎年

金が導入されると同時に、 3制度の枠組みも変えられた。車生年金辻氏関の被用者

〈サラリーマン)を対象とし、共済年金は主として公務員等のサラ 1)ーマンを対集と

Lている。これら車生年金加入者と共済年金加入者は自動的に闘員年金にも加入し

ていることになり、盟民年金2号被保険者と呼ばれることになった。改革前の躍民

表 1 公的年金制度の概要

対 自営業者 民間企業 1 公務員等 l 専業主婦

象 農業従事者 i 被用者

カa!日前躍 g 霞民年金 厚生年金 共瀕ifl.合 器喜良斧金任意力日入

入
ー酬 ー 』 品世申園側. - - - 時叩轟 } 叩 ザ ー 蝉

年 新制度'
キ

雷鳥年金 厚生年金と 共済学金と 4 国渓斧金

金 H号按際役者 i 国民竿金2号綾保険者 3号被保険者

!日号事j度 4 軍~J l' I~I 給 lol 
。 ー噛ー『ー .， - 糊幽h 鴨脚 =圃臥 姐刷

事

[轍t比例w鱗倒L給 新制度

3霊 礎 生存 金 倍額、全てに共通}

負 新制度 i 定額 標準報醗月額に比例 なし

担
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年金加入者であった自 iま罷民年金l号被保設者となった。そし

て改革読は去的年金加入が義務づけられていなかったサラリーマンの扶養配構替は

園長年金3号被保験者となった。これら新i誌の対照を図示すると表1のようになる。

車生年金と共清年金は制度が似ているので以下では厚生年金の説明で共搭年金も

めることとする。次節では1986年改革による変化をより細かく検討するo

3.基礎年金の給付

IB国長年金の年金額は加入期間記辻例し、所得水準には依存しない定額であった。

これに対して車生年金の支給額は、賃金水準に依存しない定額部分と、

水準に比例する報酪i詑開部分の 2つの合計であった。そして と

かった。基礎年金の導入試こ車生年金の定額蔀分は

共通にするものであっ 1参銭入基礎年金の支絵額は1996年で辻月

5000丹で、将来はインブレ率と若年世代の生活水準に合わせて

なっている。若年世代の生活水準に合わせての謂整はこれま

されることに

を用いていたが、 1994年の改正に枠う厚生省の将来予測では厚生年金の支給績の改

定率が用いられているο1994年の改正の主要な点の 1つは厚生年金の支給額が、こ

れまでの現役勤労世代の名悶麓金の上昇率に合わせて調整されてきたものが、税や

社会保険料を除い り賃金の上昇率に合わせられることになった(ネットスラ

ノイド離という)ことである。従って厚生年金支給額と詔率の いられてい

る昌ま年金にもネットスライド輔が導入されたものと想主主している。

表 2には基礎年金支総額の特来予認を示した。ここしばらく辻新制変への移行に

持う経遇措叢があるがこの衰の推計績はそれらを含めた予灘である。本構での誰計

のための想定

名巨利子率4%、

1991年の将来人口

の と財政J におけるものと向ヒ様に、インフレ寒2先、

4%としている。人口 口問題勝賞所の

中位推計を用いた。表2のイ誌は1995年倒絡で表して;まし3る

が、 1995年の現荘柵舗に割り引いてない。従って志端の列に訴されている40年加入

者が受け取る l人当たり満額支給額は手取り賃金上昇率で増加している。

基礎年金支給総額は現在9兆円程度であるが、受給替の増加に伴い2025年には約

35兆円に増加する。国民年金はこれから先加入者拭減少し、爆生年金の加入者の比

率が上がるため、藤主主年金に関わる基礎年金支給額の増加率の高きが目立っている。

占める割合が65%にもなっている。
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4.基礎年金の財源、

4. 1 基礎年金勘定

基礎年金融定は基議室年金を支給し、その財i践をイ間々の年金からの拠出金でまか

っている。基奇襲年金の支給総額の1/3思菌庫負担であるが、国産からの揚劫

礎年金勘定に直接行われるのではなく、個々の年金からの基礎年金への拠出金の1/

3を国庫が賞観する形で補助が行われている。各年金の基礎年金への拠出額は基礎

年金の支給韓額を次の比率で業分して求められる。

岳民年金の拠出事j合=国民年金保険料納付者数/(国民年金集検料品内付者数十簿

生年金怒入者数÷共済年金加入者数十 3号被保険者数)

厚生年金の拠出割合=(捧生年金加入者数十摩生年金に鴎わる 3号被保険者数)/

(国民年金保換料納付者数十車生年金加入者数十共謀年金加入者数十 3Ji手被保検者

数)

ここで主主意しなくて誌ならないのは、留民年金について泣国民年金加入者数では

く、実擦の保険料納付者数に基づいて計算が行bれている，点である。つまり現寝

間蟻になっている由民年金の保険料未納者が増えれば増える誌ど上の式の厚生年金

の拠出割合は大きくなっ、厚生年金加入者の震強が重くなるのである c また提出割

合が受給者数でなく、現荘保険料を負強している加入者数に基づいているのは、由

民年金加入者が減り}写生年金加入者が増えるという年金関の人口移動に対応、するた

めである診しかしこれは同時に過告の国民年金の払いすぎ分の貴祖を明離にしない

まま淳生年金む押しつけることにもなっている。表 3には各年金の国庫補助分を騒

いた喪品額を示した。1/3の国庫補助があるため各年金とも英霊的な食担額は表2

i二万ミされた支給額よりも少なくなっているのしかし国辱補助分を加えた総提出額

(拘(1)、(2)、(3)の畿をそれぞれ1.5母した寵〉は厚生年金では受給額より大きく、拠

出超過になっているa 国民年金は国籍補助分を加えてもまだ受給額の方が大きい。

これ辻悶民年金が厚生年金から移転を受汁ていることを示しているo

4.2 基礎年金の負担

表 3の郎、 (6)、(7)到には基礎年金支給分の各年金加入者 1人当たりの負祖額を示

した。間民年金は保険料額時定額で決まっており、これから毎年500円ずつ上がる

ことになっている。鋭、 (7)列の厚生年金と共、済年金の鐘誌な)、 (3汐1]の値をそれぞれ

の年金の加入者数で割ったものである。これらの穣は現在捻国民年金探険料より母
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いが、 2005年にはほぼ等しくなり、それ以後は淳生年金加入者がより多く賞誼する

ようになる。しかも国民年金探険料と車生年金 1人当たり支担額の義は年々大きく

なっている。このような大きな裁が生ずるの辻 1つには関民年金の保険料来約率が

高いことがある。もし国民年金1号被保険者が全員保険料を払ったとすると、この

差はずっと小さくなる。このように現在の秘境では国民年金力保験料不払い

年金加入者の負担をま設すようになっている。

もう…方では車生年金加入者の方が優遇されている菌もある。サラリーマン家庭

の専業主婦は保検料を負担しないで基礎年金を受給できる。これほ保険料を払わな

くてはならない自営業者の配偶者と比べて不公平で、ある。また単身の厚生年金加入

者は扶養艶稿者のある者と同じ保験料を食臨しながら、配揮者の分だけ基礎年金の

受給が少なく、不科になっている。このように制境問でも、制皮肉でも合理的な環

自のない不平等がある。

専業主婦の扱いは専業主婚であることに対して基礎年金分の補換金を出している

ことと同じである。専業主輔が仕事を持ち絵料をもらうと、専業主嬬の時に詩情も

しないで受給できた基礎年金に対して、年金保険料を払わなくてはならなくなる。

これ誌専業主婦が働きに出ることを阻害する。さらに専業主婦が離婚すると、その

時点から鴎毘年金保険料を払わなくてはならなくなる。これは借入の生活スタイル

までも規制することになる。

5.基礎年金の財源としての税

これまでにみたような合理的な理由のない負担の差をなくす 1つの対応、策として

財源を税にするということがある。全国民が閉じ支給を受ける基礎年金について泣

全国民が閉じ鞘度のもとで負狙する税を財漉とした方が瀦罪であるともいえる。そ

こで基礎年金的財濃を税に移す改革を考えよう。

現荘でも基礎年金支給の1/3は国庫負担になっているから、桟りの2/3の支給に必

要なだけ所得税か消費税を引き上げ、現主の由民年金のf呆段料は麗止する。そして

厚生年金の保険料も基礎年金支給に必要な分だけ現荘予定されている保険料率より

引き下げる改革を行ったとする。この様な改革により、現在の国民年金の保険料不

払いを含めた同一世代内での制度開の食担の義と厚生年金内での笈誕の不平等はな

くすことができる。しかし現在の年金障政の賦課方式を引き議いだ場合には、感読

方式による問題i拍手決できない。

毒基礎年金の財i擦と受章会及び負担<7)世代淘格差 99 
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現在の百本の年金討政は、若年者から集めた保験料をそのまま退職者への年金支

給に当てるという賦課方式をとっている。そのため年金受給者が比較的少さとし謀

険料を長祖する若年者が多い時期誌は、保験科試少なくて、議む。しかし逆に年金受

給者が多く、探検料を負担する若年者が比較的少ない時期に泣若年者 1人当たりの

探検料は高くなる。このようにそのときの人口の年齢構成によって保険料が変わる

ため、世代によって負韓に差が出る。図 11立国民年金について、寿命が80年の調入

について、生年による生涯受給額と生i護保険料負祖額の比の変化を示した。この盟

で泣世代が下がるに従って受給議/負組額の比が下がっていくことが訴されている。

1966年より院に生まれた世代は受給額/金提額の比が1より大きいがそれ以後の世

《では lより小さくなり、 1980年生まれでは0.9より低くなる。

関2には厚生年金について世代ごとに世代金体についての生援業金ι対する保検

料額と受給額、および、純受給額の比を示した。この図でも世代が下がるに従い純受

給率泣下がっていることが訴されている。

基礎年金の財諜を税に移す改革iまこの世投開の所得再分脅さにも影響を与える。そ

の影響は財源の税をどのようなものにするかによって異をってくる。以下では基礎

年金支給の財漉として捕費税を当てた場合と所得税を当てた場合の影響を分析する O

5.1 消費税と所縛税の遣い

高齢化に伴う若年世代への重い東担については、消費税に財課を移すことにより

若年世代の負担を抑えることができるという議論がある。現在慨に年金を受給する

段階にあり保険料を主主読しない世代ふ諸費税は裳担するのでその分現在の若年世

代の策担を減らすことができるというものである。しかしその効果は次の 2つの理

由からかなり小さいことが予想される。

1.現哀の年金は支給額が物舗にスライドするので、消費税によワ消襲者物錨が

上がった分は年金受給額も増える。年金受給世代の負担が増えるの詰結賂年金受給

額以上広消費した分にかかる清費説ということになる。

2.今回の改正で年金支給額は勤労世代の手取りの月給立スライドすることに

なった。慕礎年金の財源を消費税に移すとその分年金保検料は引き下げられる。

従って手取りの丹絵は基礎年金分を保険料で食担していた場合より増える。そして

これにスライドする年金支給額も上がるので、年金受給世代のi奇襲棋による京担増

もその分打ち消される。

このように消費税を黙、諜とすることには既に退職している世fi:;を含めて全世代に

主審獲量1'-1訟のRオ潔と受給及び主主f阜のtJtitr.滋格差 101 



プラスマイナス両方の効果があるので、その影響の組撲を次箆で数識的に推計する。

所得税の場合は高齢者は既に迅職しており、所得税の笈韓辻非常に小さいので、

i資費税のように現患の箸年世代の気設を減らす効果辻ほとんどないと考えられてい

るo しかし受絵額がネットスライドする制度で辻、所需税の引きょ汗は現役勤労世

代の手取り月給を引き下げ、それにスライドする年金受給額も引き下げること立な

る。従って基礎年金の財諜を所得税に移すことも、年金受絵額の引き下げという形

で年金受給世《の担を増やし世代轄の賞祖の公平化に賞献することになる G 次節

ではこの所得税による世代爵室設の変化を推計し、消費税の場合と比較する O

年金額を現役勤労世代の手取り月給にスラ千ドさせるの辻、現役動労世伐と

世代の生活水詩集の関に一定の関係を様たせようとするものである。この考えからす

れば、社会f呆験料や所得税だけではなくその協のいわゆる悶民負担率に合まれるも

のは、私的支出に使えなくなる所得であるから、総賃金から盟鼠震担率に舎まれる

ものを引いた額に年金をスライドさせる方がよいという意見もある。 i言要経も税で

あるから、浪費税の負坦分も手取り丹給から引いて、その残りの畿は年金額をスラ

イドさせるというものである。しかしスライドをそこまですると、退職t世代の隻控

を二議記重くすることはなる。 i践職世代iまこのようなスライドで年金額を減額され

た上に消費税の賞担もしなくて誌ならないからである。このような政策は現実的に

け入れられる可能性は億いであろう。従ってこのようなスライド制の効果辻本務

では推計しないの

6.推定の前提と枠組み

4) 

この分析は、大阪大学・専修大学年金モデル(OSじモデル)に基づいている。推

許に際しての経議環境や人口予測については、 1994年の淳住者の年金財政再計算と

同じ想定をしている。経済環境について辻、名践利子率(資金運用収益率)ふる%、

名自黄金上昇率4%、インフレ率2%とした。国民所得の或長率は賃金上昇率に令

わせて、実質2%とした。このため異時点の値を現在議議に割り引く鱗担率には経

議成長率の 2売を用いた。人口子議IJも財政再許算とi苛じように、 1990年の厚生省人

口問題研究所の「日本の将来人口推計」の中位推計を用い

黄金プロファイル法繋金センサスから推定した。賃金センサスでは年齢摺議別の

クロスセクションのデータが簿られるので、これを時系列にならべて罷ーのコホ

トを追うことぷよりプロファ千ルを推計したα 勤め先収入、勤労所得税、消費支出
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については、家計調査年報より鐸られる年齢階層射のクロスセクションのデータか

ら問機な方法で、フ。ロファイルを誰許した。家計調査年報では年齢暗躍lま20-24識の

年齢暗!惑から60-64議までは 5議期みであるが、 65議以上は lつの時層にまとめら

れ、糖分されていなし、そこで消棄については全国消費実態調査の1984年と1989年

販に65-69議、 70-74歳、 75歳以上の年齢階層の区分があるので、このデータをつ

なげて、プロファイルの年齢階患を延lました。 75歳以上の年齢階患では消費水準は

75歳の水準にとどまるものとした。主寄金センサスから求めた賃金フ。ロファイルと家

計調査から求めた勤め先収入プロブアイルでは異なるので、策金センサスからのプ

ロファイルと家計競査からのプロファイルの各年齢階壌での比率を取り、この比率

で勤労所帯税と諸費支出のブロファイルを韻撃して、繋金センサスからのプロファ

イルに合わせた。その結果辻図 3に示されている。

消費支出と所樽税賞祖については次のように誰許した。 20-24歳の年齢階躍にお

ける平均消費性向と平均勤労所得税率を求めた。この20-24哉の平均消費支出に、

上で、求めた消費支出フ。ロファイルの20-24歳を 1としたときの各年齢階患の{遣を掛

けて各年齢における消費支出とした。勤労所得税についても伺様にして各年齢の勤

労舟得税率を求めた。

上に述べた年齢、段暗によるプロファイノレは家計調査年報の勤労世帯のデータから

関 3 収入、支出、所得税のプロファイル
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求めた。ー数世帯について詰所得と税嚢担についての年輪階屠別データが祷られな

いので、以下の分析は車生年金について行っている。

7 .消費税を財諒とした場合の年齢搭罵別裳担と受給への影響

本箆では1995年以降について基礎年金の支給を全瀬田車負視とした場合の各世1-t
の受給と負組を推計した。前述のように現在銃に碁礎年金支給の1/3は悶庫負担と

なっている。従ってここでの想定は次のようなもので、ある。

1.現在の1/3の調庫食額分は現在の 3%の消饗裂からとっていると考え、車に

残りの2/3の分を新たに消費税率を引き上げて態収する。

2.草生年金謀検料のうち現在基礎年金支給を主主主Eしている分だ仔摩生年金の保

険料率が号iき下げられる。

3 ‘年金支給額iJ~'手取りの標準報酬丹額にスライドされているため、年金支給額

地保険料率の引き下tfや、所課税率の引き上げによって変化する。

4.以上の変化の結果、最終的に税収と保険料収入を合わせた政府の年金に関す

る収支が改革前と閉じになるよう立する G

長番目の想定については現義の賦課方式に合わせて最初は 5年毎に改革前後で

収支が変わらないとする。後にこの期間を長くした場合の分新を行う G

7.1 5露襲税率と保険料率

諸費税を財源とした場合に辻、税率の引き上げは手取り標準報酬月額にスライド

する年金受給額に影響しない。年金受給額は単に年金保険料率が号月下げられる分

だけ増額される。従って受給額は勤労所得税を財i原とした場合よりも多く、体験料

率もやや高くなる。新たなi踏襲税率と保険料率ζついて以下の方程式が成り立つ。

R-B… BB二二R帯十CSr←芸*-BB* 収支制約 (1) 

R==W Cr， R*ニ W Cr* 保険料収入 (2) 

B* (1-Tr-O.5Cr)こなB(l…Tr-O.5Cr*) ネットスライド (3) 
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。/3)BB*=CSr(CT4/0.03C4) 税収制約 (5) 

BB* (1-Tr-O.5Cr) =BB(1-Tr-O.5Cr*) ネットスライド (4) 

視し Srは消費税率、 Cr誌協険料率、 Trは所得税率、 W は保険料のベースと

なる賃金額、 Bは厚生年金支給総額、 BBは基礎年金支給総額、 Cは消費支出

額、 CT41ま1994年の泊費税状額、 cは1994年の沼襲支出額で、ある。*却のつい

た変数は改革後のイ誌を表す。

(1)から(4)式で Cr*，R本，B*，召B*が決まり、 (5)式から浪費税率か決まる。 (5)式の基

礎年金支給に必婆な浩費税率は次のような考え方によっているo 消費支出殺に消費

税率を掛けたイ都立必ずしも消費貌収額 しくないので、 1994年の消費税率3%時

の「財政統計」の消費税収額と消費支出に 3%を按けた鵠との比が将来も実際の消

費税収と理論的な税~又額の比でこの穫は変化しないというものである。この場合の

消費税の課税ベースとなる消費支出額には国民経諸計算の民間最終哨費支出を煎い

表 4 基礎年金の財源を税どした場合の程率と保険料率
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た。

計算の結果はき驚 4のようむなる。 1994年の改革後の期政予謝と 5年毎に収支が一

致するので、政府の保険料引き上げのスケジュールに平行して保険料率と消費税率

l立上がることにをる。~商饗税率 i立高齢者比率の 2 罷自のピークが来る 2040年に最高

の7.1%になるο 保険料室経誌それより阜く最初の高齢化のどークの2025年

の22.1%になる。その後は藤礎年金の支給総額の変動にほぼ放行するようにやや下

がりまたよがってその後母下する。

この場合の世代毎の受給率、負強察、および純受給率を罷 4a、 5a、 6aに点

鰻で宣伝した。まとそれらの現行の制度の場合との差を圏 4b、 5b、 6 b ~こ点線で

示した。塁 4aの受給率は補費税の場合誌全ての世代について現行より高くなっ

ている。これは基礎年金分が消費税で食祖されることにより保険料率が引き下げら

れ、手取りの晃絵か増えるからである。手取額にスライドする年金額も増え、受絵

は高くなる。図 5aに示された保験料と税鼠担を合わせた貴姐率は逆に1935年

生まれの世代以外の全ての世代で現狩より低くなっている。受給率がよがり貴祖霊容

が下がるのであるから純受給率は図 6aにあるようにすべての世代で現行より

くなる。政府の収支誌変わらないという制約をおいているのであるからこれでは無

から有が生じたように兇える。この理由は制度障の賞担のシフトにある。基礎年金

の財源を雲金をベースiこした側斜から経議全体の消費をベースにした消費税に移

すことにより、 2015年以昨は消費税率の上昇よりも保険料率の下がり方の方が大き

くなる。たとえ試2015年では諜F食料率は7ポイント下がるが消費貌率;ま6.7ポイント

上がるだけである。現表留民年金の保険料不払いや、き受3にあるような l人当たり

主主隷額の違い等による揮生年金加入者の基礎年金に対する余分な主主抱が、全国民に

平等に諜せられる消費税に移さ紅ることにより、簿生年金加入者以外の設担増へと

移されるからである。

顕 4bの受結率のよがり方は若い世代ほど高くなる。これに対して図 5bの負

は、予想されたよう立読に退職していて保検料を食認していなかった1935年

生まれの世代も消費税を援組するようになるので質担率が上がる。しかし1940年生

まれ以降の世代では世代が下がる廷ど賞祖率の減少詰大きくなる。この結果世代蓄

の純受結主義は圏 6bのようになる。ここで辻予想に反して、既に退職している

1935年生まれの註弐の純受給率が現行より高くなることが訴されている。この世代

は消費税により議担は増えるが、ネットスライドむよる年金受絵額の増加の方が大

きし合計では純受給額が増えるのである。それより若いま代も純受給率;立上がり、

106 日本経淡研究ぬ33.1996.11
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世代毎の純受斡率国 6a 
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若い世代ほどよがり方は大きい。従って護憲礎年金の財諜を消費税にする改革は賦諌

方式のままでも現制度で子懇される若年f警はど不剰になるという

ことになる。

7.2 所得税者財源とした場合

を改善する

所樽説を慰漉とした場合には、上の沼費税の場合と 年金保険料の変fとによ

る分の地に、所樽税率のヲiき上げ臨身がネットスライド部を通じて年金額者変化さ

せる。年金額の変化は支給に必要な所帯税率を変化させるので、必要所得税容と保

険料率は下の式に示されるように同時決定となる。

R-B-BBニニR*+W(Tr*-Tr)… B*… BB* 収支制約 (1) 

RニW Cr， R*=W Cr* i呆換料収入 (2) 

B本 (1-Tr-O.5Cr) B(1-Tr*-O.5Cr*) ネヅトスライド (3) 

BB* (1-Tr-O.5Cr) =BB(1-Tr*-O.5Cr*) ネットスライド (4) 

(2/3)日目指ロ (Tr*…Tr)WT 税収制約 (5) 

イ呈LWTは所講説のべ…スとなる所得で国民経法計算の賃金所縛十家計財蔵所簿÷

個人企業所簿をとったてその他の変数i揃費説の場合と需乙である。

(2)武を(1)式立投入して得られる式と(3)、(4)、(5)の4本の式より BヘBBへTr*、

Cr*iJi開持、決定される。この場合もi商費税の場合と同様に、新たに謀せられる所講

税は基礎年金支給麓の2/3を徴収する率である。現在ある1/3の悶庫負担分は既iこ所

によって愛想されているものと考え、残りの2/3を徴収する分だけ更に所鐸税

率が引き上汗られると想定している。このようにして求めた改革後の勤労所簿税率

と保験料率を表 4，こ示した。なお改革読の平均勤労所祷税率は上に訴した所得税

ベースに対する所得税収の1989年-1994年の 5年轄の平均を取って8.45%とした。

所簿税率と環検料率は消費税の場合とほぼ同じような動向を示しているが、

110 8:2件緩済研究 Na.33，1996;1l 



率もf呆F食料率も消費税の場合よりは低い。所得税率の上昇(1995年では 2先ポイン

ト)泣保険料率の減少の半分(閉じく 1995年では1.55%ポイント〉より大きく、手取

り賃金は下がることになる。この結来年金受給額も減少することになり、関 4a、

4 bの破線で表された1950年生まれ以鶴の各世代の受給率は低くなる。しかし

2025年以棒は保険料率の引き下げ縞の方が大きくなり、手車り月給は高くなり、年

金受給額も上がる。その結果若い世代では受給率が高くなる。

年金lこ対する生濯食担率は図 5a、 5 bに晃られるように全てのi!tfeについて抵

下し、世代が下がるはど負担率の保下は大きくなる。この結果生i邸宅受給率は全て

の世代で高くなるが、その上がり方は世代~iJ-!下がるほど大きくなり、現制震にある

若い世代ほど不利になる構造を改善することになる。

7.3 所簿税と消費税の影響の比較

間 4a、4b、 5a、 5b、 6a、 6bを見ることによって、消費説を財糠とし

た場合と所得税を財源とした場合を比較することができる。諸費税の場合を点畿で、

所得税の場合を破隷で示しである。受給額は慨に述べたようにネットスライド制の

効果により、消費税の場合は上昇率が大きい。所得税の場合l立高齢世代については

やや下がり、若年世代についてはやや高くなる c

生涯気組率の上ヒ較l式協 5aと5b'二示されているο どちらの場合も現制度で繋

金だけに課せられている探険料が、より課税ベースの大きな所需税か消費税に変え

られることにより、厚生年金加入者の貫担辻下がる。諸費税の場合に:主税率の引き

上げ自体は手取り賃金には影響しないので、舟千尋税の場合より J立手取り麓食が高く、

それにスライドする受給額も所書税の場合よりは高くなる。 i拾ってより高い受拾を

支えるための探検料率も所帯税の場合より辻高くなる。

間 6aと6bには基礎年金の爾i擦を税にした場合の世代毎の純受給率を示した。

上に見た受給率と賞担率への影響から饗易に強溺できるように、どちらの場合も全

体む純受給率を押し上げる。これは競述のように保F食料から税に変えることにより

課税ベースが広がり、サラリーマンが有利になることによる。従って所帯税の場合

には、現在の所鐸の種類による捕擬率の差を考鷹すると、この有科さiまここに示さ

れているより辻小さくなるであろう。

世代による受給と負祖の変化辻留に明確に現れている。所帯税でiま現主受給して

いる世代の純受給率は誌とんど変わらないが、避く生まれる世代ほど純受給率の上

昇が大きく、世代関の平等化の方向に作F脅している。治費税の場合にも世代が下が

基礎学会の財源と受給及び負担の君主代問機差 I I I 



るほど純受給率の上昇の揺は大きくなり、現持制度で予想、されている若年世代の大

きな食鵠をやわらげる効果がある。しかし所得税と比べると1935年生まれの世代の

純受給率をより大きく押し上げ、 1975年以降生まれの世代以ついて詰所得税より押

し上げる幅が小さい。従って世代間不平等解請の効果は所得税の方が消費税より大

きい。

8.税率を長期にわたり国定した場合

前簡では 5年隈で現行の対政子澱と政府の収支が一致するという器約で基礎年金

の慰穏を変える場合を検討した。しかし鐙期損に税率を頻繁に変えるよりは長期的

視野で税率と保検料率を設定し、回走しておく代替策もある。このような政策は現

主主の徐々に負担率を引き上げる状況の下では、引き上げを先取りし顎立金を増やす

ことを意味し、積み立て方式に近づくことになる。本節では40年開で政府の収支が

現行と一致するという制約のもとで、 40年間探検料率と麓率 に保つ場合を検

る。更にこれを例年関にした場合も綾訴する。この場合の料率辻義5のように

なる。

1995年から2034年の最初の40年間は期開の終わりに高齢イヒの最初のピークの時期

を合社。従って 5年毎の計算の場合より保険料は一気に大きく引きょげられること

になる。この場合の各世代の生漉結受給率への影響を菌 7に示す。このような改革

は当然現在の中高年屠の負担を霊くする。しかしこの年齢摺}欝泣純受給がまだの

だから、ぞれを引き下げることは将来世代の議拒をやわらげることになる。閤

?にはそのような結果が明確に示されている。所得税の場合誌1955年生まれ以前の

世代の純受給辻下がりそれより若い世代の純受給率は現行より議くなる。埼費税の

表 5 基礎年金の財源を税とした場合の税率と保険料率

40年間関一率とした場合
調筆者税の場合 |所得説の場合

(I) (2) (3) I (4) (5) . (6) 
改革前 厚生 i 築礎年金厚生
保険料率消費税率保険料率l所得税率所樽税率保険料率

1995-2034 0.249 0.056 0.190 I 0.119 0.035 O. 184 
2035-2074 0.298 0.064 0.212 I 0.124 0.040 0.201 

80年間i竜一率とした場合
1995-2074 0.273 0.060 0.200 I 0.122 0.037 0.194 

112 日本絞済研究 No.33，!鈴5.11



間7 積み立て方式の場合的純受給率の現行どの義(40年間一率〉
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場合にも1945年生まれ以前の世代で誌純受給率 に下がるが、それより若い世

代について辻純受給擦が現在より高くなる。純受給率が全体的に上がるの誌サラ

リーマンから自営業者等へ貴担がシフトすることによる。しかし純受給率のよがり

方ほ若い世代ほど大きくなる。 1985年生まれの投弐で詰所得税の場合も消費税の場

合も生護続受給率が現行より約 5%ポイント改善する。これ;立国 2に訴されている

この設代の生涯純受給率の負の備の迂法学分ほどlこなる。予想、i撮り世代詩の不平等

は大きく改装される。そしてその効果は高齢世代の純受給率を引き下げる分だ汁所

得税の場合の方が大きい。

収支を合わせる期間を80年間に延ばすと世代間平等化の効果はより大きくなる。

この場合、説率と保険料率が40年同一擦の場合より大幅に一気にきiき上げられるた

め、高齢t佐代の純受給率を抑える効果がより大きい。特に所得税の場合に辻、所得

税が引き上げられ勤労代の手取りの賃金が下がるので、ネットスライド制により

年金受絵額が下がる。国 8ではこの効果が1965年主主まれの殺伐まで現れること

されている。この分若年世代の負担は議くなり純受給惑が高くなる。そしてこの場

合にも所縛税の方が消費税よりも世代聞の所得毒分説をなくす議果が大きいことが

わかる。

9 .結び

本稿では基礎年金を悶庫負担としその財澱として所縛税を引き上げた場合と消費

税を引き上げた場合について、各世代の生涯桑担と生涯受給ぶ与える影響を

に分若した。その結果次のことが明らかになっ

1.恭礎年金の財源を消費税にすることは、現行の制度での設代毎の生漉純受給

率と比べて全世代についてサラリーマングループの絡受給率をヲ!き上げるo

2. 同様に造基礎年金の対i原を所講貌とすることはサラリーマングループの生漉純

受給率を多くの世代について引き上げる。

3.世代間の年金を通しての所得め蒋分霊の公平イヒに辻謀総料率を蓋ちに大きく

引き上げて、その水準に関定する政策が有効である。その場合に基礎年金の信

j原を所得税にした方が議費税の場合よりも効果が大きい。

4欝世代聞の年金を議しての所得再分配の公平イとには基礎年金の財j擦を所得税に

る方が洛饗税の場合よりも効果が大きい。

5.悲喜慧年金を闘車負担にする場合、諸費税か所得税かにより世代毎の食認と受
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給額誌異なる。 ネットスライド艇による受給額の変化は税率変化による負担の

変化と間程変に大きい。

高齢者は所鐸税の負担は少ないが、消費税の貫担は大きいから、 これからの高齢

社会の食姐を高齢者にも分かち合ってもらうのには消費税か望ましいという観点か

ら泊費税導入や税率引きょiずか議論されてきた。 しかし基礎年金の慰掠として辻こ

の議論が正しくないことが本稿で示された。今回の改革で導入された年金受給額の

ネットスライド制は支給額を大きく変える効果を持ち、上の議論を覆してしまうの

である。すなわち措費税導入により確かに高齢者の税負担は増加する。

年金分の保険料が引き下げられることにより勤労世民の手取り黄金が増え、

えて、その額が消費税による高齢者の校負程分を越え

しかし基礎

それじ
スライドする年金受給額も

るのである。従って魂症の年金受給世代辻基礎年金の財課を消費税にすることに

よってより剥設を受けることになる。

所f尋程の場合には摘費説と逆に税率の引き上げは手取り賃金を減らし、年金受給

基礎年金の財源を税に移す影響は、 ネットスライド制の影響と問時に、厚生年金

額を減らす。 これが基礎年金の黙灘を税立変えた場合に所得貌の方が鴇饗貌よりも

世代閉め再分詑の平等化に働く。本稿で辻これらのこれまで注目されていなかった

ネットスライド制の効果を数量的に示した。

加入者と躍民年金加入者の簡で税の負担;こ義のあることの影響が大きいことが示唆

された。本稿ではこの蕗については離密な分析を行っていないが、諸費税と所得税

の比較では、 この臨からの数量的な分析も重要な謀懇であるc

注 釈

a本経済研究センターにおける研究会参加者およびコンフアレンス参加者の有益なコメントに

感謝いたします。本研究(J)一部について専修大学研究助成会受けた。

1) 

2 ) 

社会保険庁の「事業主子報J参照。

より詳細な議論は小口他(19斜)に展開されている

と財政J に示された予測に従い、ネットスライド後の上昇率を1.8%とし
3) 厚生省の

ている。

4) 
小ロー八回・内沼・瀬本(1996)参照。このモデルの生成過程は次のとおりである。まず小口

と八街は19事2年に年金予測用司王テソレを開発し、八回・小口 (1993)、小口・木村九八回(日94)、

基礎学金の財務、と受給及ぴ笈援の世代間格去を 115 



Hat土a'O叙lchi(fo吋hcoming)、等でその分析結果を公表した。このモデルを内問(1996)が

発展させ、それをさらに全面的に改定して現在の OSUモデルとなっている。このそデルは

萎本のケースについては厚生省モデルによる「年金と財政J における予測と極めて近い予測

伎を生み出す特徴を持っている。本誌の八回・内部論文参照。

日 現在保険料は半分が本人負担、半分が雇用主負担となっている o 雇用主負担分は簿属賃金

なので、保険料が下がるとこの分は賃金にまわされるとも考えられるが、ここでは賃金は変

わらないものとしている。

6) 1寄金所得と財産所得では税率が異なるし、賃金所得と個人業主所得では捕捉療の遠いがあ

るので、これらを向じ扱いにして平均税率と税収を求めるのは災状とは異なる。捕捉率の差

を考慮すると章者金所得税率はここでの計算よりやや高くなる。
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コメント

間近栄治(一橋大学}

論文のねらい

わが国の公的年金は、現主では実質的に賦課方式で運揺されている。そのなかで、

高い給付と人口の急速な高齢化が震なることによって、後代世代の食担が増加せざ

るをえないことになる G ぞれが、世代簡の食担の格差を引き起こしている。

小口論文辻、この問題に対して、基礎年金部分を保険料によるファイナンスから、

税によるそれに代えることによって、年金の貫担を広い世代に求める。その結果、

サラリーマンを対象とした場合、後代世代の賞担がどの程麗綾和されるかを検討し

ている G

税として、措費税と所得税の 2つを考之、消費税の場合には、負担世代を拡大すも

るものの、 「基礎年金分の保験料が引き下げられることにより、勤労世代の手取り

賃金が増え」、それにスライドする年金受給額も増えることにより、現哀の年金受

給世代も別主主を受けると主張される。それに対して、所簿説の場合には、税率の引

き上げが手取り繋金を下げることじより、年金受給額告引き下げる効果があり、

「世代間の再分配の平等化J に働くとされている。

j;J上が論文の核であるが、それについて竣討守る前に、推計的嬬舗について 2点

ふれておきたい。まず第 1点l立、表2・表 3tこ示された基礎年金の支給額と給付額

であるが、この表にるまでに臨E定年金の被保検者数や受給者数の推計など、ここ

での雄計を棋挺づけるデータが必要であろう o 入居・内部論文では、厚生省の f年

金と財政J の推計との比較を行っているが、推計結果の信頼性を上げ、る2点のーっ

として、そうした作業が必要であろう。

第2に、基礎年金の財i援のーっとして所得税を取り上げているが、税東担率辻推

計される所得に税率表を連用して求めているわけで誌なく、 f家計調査よから年齢

別に平均所持税率を求めている。これによって、筆者の推計する勤労者所得は対し

て正しい所舞税が得られるか蒼かという関躍が残るが、概念的には、諸費税の代替

として、なぜ「賃金貌(payrolltax) J ではなく、所得税を考えるのかという関欝

カ宮ある。

年金給付の財源とするのであれ問、わが国で適用されているような高い所得設捻

基礎年金の財源と受給及び負担!T)世代濁宇告さ豊 117 



を設けた所得税はふさわしくないで、あろう。これまで黄金に課せられていた保換料

を、糞金税と読みかえ、負担を広く、薄くするべきで、はないのだろうか。

開題の設定

続いて、この論文の問題設定について考える。この論文は厚生年金の世代賠責祖

の格差を、恭礎年金部分を税iこよりファイナンスすることにより、緩和することを

目指している。しかし、そもそも問題の壌調は、厚生年金における①賦課方式、寄

い給fすとφ加入者の高齢化の 3つにある以上、この間態への対廷として、基礎年

金の財課を取り上げるという問題設定は、適切で、あろうか。車生年金の世代関格差

を改善するために辻、その 3つの壕罰の〈じと舎に切り込まざるをえないであろう。

基礎年金の財源を論じるというのであれば、それは f国民年金」の改革のためで

なくてはならない。実欝わが置で、は、

①自営業者とサラリーマンの爵では、基部年金の負担が違っている、

@その結果、窓額保険料である自営業者の聞で辻、基礎年金に本来期待される所

得持分配効果が働かない、

争その…方、第 3努被保険者は負強をまぬがれている、

毎未納者が、大震立存在する、

など(7)開題が主主じている。

こうした問題を見措えた上で、今後基礎年金の長引擦を制度聞で異なった保険料か

ら税に変更するべきか議論するべきであると思われる。
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